
第１回 別院中学校ブロック協議会 

 （亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会） 

平成２８年６月２３日（木） 19：00～ 

 亀岡市役所 ３階３０２・３０３会議室 

 

亀岡市教育委員会 



亀岡市教育振興基本計画（かめおか教育プラン） 

基本理念 

 

 

 

 

めざす子ども像 

 

ともに学び ともに育ち ともに生きる かめおか教育の創造 

ほっかほか心 ふるさと大好き かめおかっ子 
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【めざす子ども像】 

  ほっかほか心 ふるさと大好き かめおかっ子 

「
人
権
尊
重
」
を
基
盤
と
し
た
教
育 

（施策の方向性） 

１ 小中一貫教育の推進 

２ 学校規模適正化の検討 

 ○基本方針に基づく適正化の推進 

３ 教員の資質・能力の向上 

４ 教育研究所事業の充実 

《目標３》 

学校の教育力の向上と魅力ある 

学校づくりの推進 （施策の方向性） 

１ 確かな学力、学ぶ意欲の向上 

２ 就学前教育の推進 

３ 健康教育・安全教育の充実 

４ 体力・競技力の向上 

５ 特別支援教育の充実 

６ 人権教育の推進 

７ 生徒指導、教育相談の充実 

８ 今日的な課題に応える教育の充実 

  

《目標１》 

「生きる力」の育成 

（施策の方向性） 

１ 体験的活動の推進 

２ 豊かな感性を育む教育の推進 

３ 地域の教育機能の活用 

《目標２》 

ふるさとを愛する心の育成 

  

（施策の方向性） 

１ 安全・安心で快適な教育環境の整備 

２ 安全指導、安全管理の充実 

３ 学校図書、学習教材・資機材の充実 

４ 学校給食の充実 

５ 就学・修学への支援 

  

《目標４》  

安全安心で充実した教育環境

の整備 
  

（施策の方向性） 

１ 人権教育・人権学習の推進 

２ 家庭教育への支援 

３ 子どもの健全育成の推進 

４ 市民の学習活動の推進 

５ 読書活動の充実 

６ 生涯スポーツの推進 

《目標５》 

生涯学習活動の推進 

  

（施策の方向性） 

１ 文化財の保存と活用 

２ 歴史・文化・自然を学ぶ拠点の整備 

《目標６》 

歴史・文化・自然の保存継承

と発信 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

小学校児童数 

中学校生徒数 

○市人口及び児童生徒数の推移 

 市人口は平成１２年（１６年前）をピークに減少し、児童数はそれより前の昭和６０年（３１年前）
をピークに減少している。 

市人口 

背景 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

○必要性 

基本的な考え方 

▶現状、適正な学校規模にない学校があり、今後、人口減少がさらに進むとその
数が増加する可能性は高い。 

 

▶結果、望ましい教育環境を提供することが難しくなり、子どもの成長に影響が
及ぶことが心配される。 

 

▶特に、小規模校の保護者からは、改善を求める声が多い。 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

○適正な学校規模・配置 

基本的な考え方 

適正な１学級の人数規模 

小学校 
２０～３４人 

中学校 

準適正 適正規模 準適正 適正な１学年の学級数 

小学校 
６学級～ 

１２～１８
学級 

～２４学級 
２～３学級 

中学校 ４～６学級 

【学級人数】 

【学級数】 

適正な通学距離 適正な通学時間 

小学校 ４ｋｍ以内 
１時間以内 

中学校 ６ｋｍ以内 

○適正な通学距離・時間 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

適正化への取り組みと今後の進め方 

Step１ 適正化の実施に向けた詳細検討 
 

取り組み内容に応じて、学校施設の改修、通学方法等の個別課題を検討します。 

Step２ 対象学校区での詳細な検討（（仮称）○○中学校区適正化実施計画） 
 

「地域別の方向性」に基づき、具体的な取り組み方策、実施時期、配慮事項等を検討します
。 

           Step３ 適正化施策の実現 
 

詳細な検討結果を踏まえて、具体的な施策の実施に取り組みます。 

地域別の規模適正化の方向性 
「学校規模適正化の基本的な考え方」に基づき、中学校区毎の現状と課題、適正化の方向
性、適正化方法の選択可能性を示します。 

 

 

短期的取組(H28～30) 

〔対象〕 

既に課題が生じており、教育

環境が損なわれている学校 

中期的取組(～H33) 

〔対象〕 

近い将来、教育環境に課題

が生じると予想される学校 

長期的取組(H34～) 

〔対象〕 

将来、教育環境に課題が生

じると予想される学校 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

○地域別の検討組織での検討・協議 

適正化への取り組みと今後の進め方 

（構成） 
○保護者  ○住民  ○学校関係者  ○教育委員会  ○行政等 

 

 

 

亀岡市学校規模適正化地域別推進協議会 

各中学校ブロック協議会 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 保津小学校では児童数の減少が著しく、増加の見込みも
少ない 

• 亀岡・城西・つつじヶ丘小学校校区では、学校活動と自治
会活動に不整合が生じている 

課  題 

• 保津小学校における複式学級の解消 

• 亀岡・城西・つつじヶ丘小学校校区の検討 
方向性 

• 保津小学校区の見直し（亀岡駅北区画整理事業区域） 

• 亀岡・城西・つつじヶ丘小学校校区の見直し 

• 保津小学校を亀岡小学校に統合又は川東小学校に編入 

主な 

選択肢 

亀岡中学校ブロック 

9 



亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 東・西別院小学校では児童数の減少が著しく、増加の見込み
も少ない 課  題 

• 東・西別院小学校における複式学級の解消 方向性 

• 東・西別院小学校もしくはその統合校に特認校制度を導入 

• 東別院小学校と西別院小学校を統合 

• 東・西別院小学校を曽我部小学校に編入 

• 別院中学校を南桑中学校に編入 

• 別院中学校と東・西別院小学校を統合し、小中一貫校を開校 

主な 

選択肢 

別院中学校ブロック 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 曽我部・吉川・薭田野小学校では児童数の減少が進んで
おり、増加の見込みも少ない 

• 大井小学校は南桑・大成中学校に分かれて進学している 

課  題 

• 曽我部・吉川・薭田野小学校において複式学級ができない
ように取り組む 

方向性 

• 吉川小学校を曽我部または薭田野小学校に統合 

• 吉川小学校と曽我部・薭田野小学校を統合 

• 南桑中学校と吉川・曽我部・薭田野小学校を統合し、小中
一貫校を開校 

主な 

選択肢 

南桑中学校ブロック 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 本梅・畑野・青野小学校では児童数の減少が進んでお
り、増加の見込みも少ない 

課  題 

• 本梅・畑野・青野小学校及び育親中学校の児童・生徒
数の維持に取り組む 

方向性 

• 本梅・畑野・青野小学校を統合 

• 育親中学校と本梅・畑野・青野小学校を統合し、小中
一貫校を開校 

主な 

選択肢 

育親中学校ブロック 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 川東小学校と高田中学校では児童・生徒数の減少が
進んでおり、増加の見込みも少ない 

課  題 

• 川東小学校と高田中学校の児童・生徒数の維持に取
り組む 

方向性 

• 小中一貫校亀岡川東学園に特認校制度を導入 
主な 

選択肢 

高田中学校ブロック 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 南つつじヶ丘小学校の児童数の減少 

• 安詳小学校の児童数の増加 

• 安詳小学校は東輝・詳徳中学校に分かれて進学している 

課  題 

• 東輝中学校と安詳小学校の児童・生徒数の削減 

• 南つつじヶ丘小学校の児童数の増加 
方向性 

• 安詳小学校と南つつじヶ丘・つつじヶ丘小学校区の見直し 

• 東輝学校区の見直し 

主な 

選択肢 

東輝中学校ブロック 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 大井小学校は南桑・大成中学校に分かれて進学して
いる 

課  題 

• 大井小学校から公立中学校への進学の一本化 方向性 

• 大成中学校区の見直し 
主な 

選択肢 

大成中学校ブロック 
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亀岡市学校規模適正化基本方針 

地域別の方向性 

• 安詳小学校の児童数の増加 

• 詳徳小学校の児童数の減少 

• 詳徳中学校の生徒数の減少 

• 安詳小学校は東輝・詳徳中学校に分かれて進学している 

課  題 

• 安詳小学校の児童数の削減 

• 詳徳中学校の生徒数の増加 
方向性 

• 詳徳中学校と安詳小学校の校区の見直し 
主な 

選択肢 

詳徳中学校ブロック 
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別院中学校ブロック学校規模適正化実施計画（案） 

全体計画 

年度別計画 

学校名 
短期的取組 中期的取組 長期的取組 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４～ 

別院中学校 
 

 
 

    

 

東別院小学校 
   

    

西別院小学校  
 

     

 

協議・調整 

特認校制度を導入 

南桑中学校に編入 

 

特認校制度を導入 

判断・検討 

協議・調整(準備) 
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東別院小学校と西別院小学校は、近年、児童数が著しく減少し、既に複式学級も存在しているが、何らかの対策を講じない限り児童数の増

加を見込むことができないため、特認校制度を導入し、校区外からの通学児童を受け入れ、複式学級の解消を目指す。ただし、そのことを

もってしても複式学級とならない児童数を維持できる見込みが立たないと判断した場合には、両校による統合や曽我部小学校への編入などを

改めて検討する。また、生徒数の減少が著しい別院中学校は、長距離通学への体力的な問題なども小さいことから、南桑中学校に編入する。 

  S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 備考 

別院中学校 203 147 142 120 92 81 107 103 84 118 96 77 35 17 Ｈ32の人数は私学進

学等を考慮していませ

ん 

東別院小学校 196 199 127 97 98 99 117 104 169 140 77 50 24 23 

西別院小学校 226 159 129 101 76 79 70 54 69 104 87 45 21 21 

児童生徒数 


